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第 22回 気仙沼市農業委員会総会議事録 

 
１ 会議の日時  令和５年３月 27 日（月）午後２時 30 分から３時 15 分 
 
２ 会議の場所  気仙沼市役所ワン・テン庁舎大ホール  
 
３ 出席農業委員（13名） 

１番 鈴 木 敏 榮 ２番 熊 谷 活 男 ３番 尾 形   稔 

４番 中 村 義 之 ５番 三 浦   茂 ６番 髙 橋 利 夫 

７番 熊 谷 まゆみ（欠） ８番 金 野 政 義 ９番 齋 藤 憲 一 

10 番 三 浦 悦 子 11 番 横 山 久 一 12 番 吉 田 和 広 

13 番 畠 山 盛 信 14 番 吉 田 幸 志   

 
４ 出席農地利用最適化推進委員（13名） 

15 番 松   敏 明 16 番 村 上 正 博 17 番 千 葉 清 幸 

18 番 白 幡 高 二 19 番  千 葉 三 幸 20 番 佐 藤 信 行 

21 番 藤 田 隆 一 22 番 佐 藤 良 人 23 番 及 川   衛 

24 番 畠 山 義 朗 25 番 三 浦 光 雄 26 番 佐 藤 俊 夫 

27 番 小野寺 隆 一     

 
５ 欠席農業委員 
   ７番 熊 谷 まゆみ 
 
６ 欠席農地利用最適化推進委員 
    なし 
 
７ 遅参農業委員・農地利用最適化推進委員 
   なし 
 
８ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 
第２ 議案第１号 農業振興地域の整備に関する法律第 13条第１項の規定による 

農業振興地域整備計画の変更について 
第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 
第４ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 
第５ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 
第６ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（案）の決定について 
第７ 報告第１号 農地現状変更届の報告について 
第８ その他 

 
９ 農業委員会事務局職員 

  事務局長        小 山 克 志 
  次長          及 川   智 
  主幹兼主任       鈴 木 しずか 

主幹          村 上   将 
   主事          遠 藤 雄 子 
   主事          有 田 久 美 
   主事          千 葉 美紗都 
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10 会議の概要 
午後２時 30 分 開会 

議    長 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

ただいまの出席委員は，13 人であります。 
定足数に達しておりますので，第 22回気仙沼市農業委員会総会を開会いたします。 
また，本日は，農業委員会規則第 20 条の規定により，農地利用最適化推進委員に

出席をいただいております。 
ただちに，本日の会議を開きます。 
本日の日程は，お手元に配付いたしました議事日程に記載のとおりであります。 

 本日の欠席委員は，７番熊谷まゆみ君の１人であります。 
 
これより議事に入ります。 
日程第１，「議事録署名委員の指名」を行います。 
農業委員会規則第 28 条第２項に規定する議事録署名委員ですが，議長から指名さ

せていただくことに御異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
それでは，議事録署名委員に，５番三浦茂君と６番髙橋利夫君を指名いたします。 

 
次に，日程第２，議案第１号「農業振興地域の整備に関する法律第 13 条第１項の

規定による農業振興地域整備計画の変更について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書２ページをお開き願います。農用地区域への編入に係る申請の総面積は
1,153 ㎡，内訳はすべて田でございます。農用地区域からの除外に係る申請の総面積
は 2,529 ㎡，内訳はすべて畑となっております。差引増減は 1,376 ㎡の減となってお
ります。 
農振編入の受付番号１番，和野。議案関係図面は１ページになります。土地の地目，

地積，事業計画者等については，議案書記載のとおりです。受付番号２番以降は省略
します。契約内容は使用貸借。申請目的は中山間地域等直接支払制度等の対象農地と
して一体的に保全するためでございます。 
農振除外の受付番号１番，本吉町歌生。議案関係図面は３ページになります。契約

内容は使用貸借。申請目的は，土止め用ネットを設置し，事業計画者自宅側面の法面
を保護するものでございます。 
受付番号２番，本吉町天ヶ沢。議案関係図面は６ページになります。契約内容は使

用貸借。申請目的は収納庫としてトレーラー２台を設置するものでございます。 
受付番号３番，唐桑町崎浜。議案関係図面は９ページになります。契約内容は使用

貸借。申請目的は崎浜地区集会施設を建設するものでございます。 
受付番号４番，本吉町狼の巣。議案関係図面は 15ページになります。契約内容は

使用貸借。申請目的は一般住宅の建築でございます。居宅平屋建１棟 75.7 ㎡，駐車
場２台分です。 
以上，農振編入の受付番号１番と農振除外の受付番号１番から４番までの５件の農

用地利用計画の変更について，御審議をお願いします。 
以上で議案第１号の説明を終わります。 

 
ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに

補足説明をお願いいたします。 
発言の際には，議長の許可を得てから議席番号を述べ，御発言願います。 
農振編入の受付番号１番はいかがですか。14 番吉田委員。 
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14 番吉田委員 
 
 

議    長 
 

23 番及川委員 
 
 
 
 

議    長 
 

26 番佐藤委員 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 

19 番千葉委員 
 
 

議    長 
 

24 番畠山委員 
 
 

議    長 
 
 

農地検討委員長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

６番髙橋委員 
 
 
 

議    長 
 

村 上 主 幹 
 
 
 

議    長 
 

６番髙橋委員 

 14 番吉田です。現場は 25 日に委員４人で確認して来ました。草刈り管理もされて
いて，立派な土地で，農振編入に何ら問題ないと思います。 
 
農振除外の受付番号１番はいかがですか。23 番及川委員。 

 
23 番及川です。この場所は，申請人の自宅のすぐ後ろにありまして，雨が降るたび

に土砂が流れたりして大変だということで，今回，法面を保護したいということであ
ります。周りの農地にも特に影響を及ぼすことはありませんので，許可相当だと思い
ます。以上です。 
 
 受付番号２番はいかがですか。26 番佐藤委員。 
 
 26 番佐藤です。農振除外，自己転用ということであがっておりまして。昨年度の農
地状況調査でも，このトレーラーがあったものですから，今年度もそのままだったも
のですから，家主さんの方にお話しをさせていただいて，このままではまずいですよ
と。ということで。今後も畑としては，ちょっとできないということで，自宅の倉庫
用としてトレーラーハウス２台を設置して使いたいということでした。周りに畑はあ
りますが，トレーラーハウスということなので，あまり影響はないと思っております。
許可相当と思われます。 
 
 受付番号３番はいかがですか。19 番千葉委員。 
 
 19 番千葉です。現地調査の結果，そこは地域の集会所建設予定地になりますので，
周りを見た感じでは，畑はありますが何ら問題ないと思います。以上です。 
 
 受付番号４番はいかがですか。24 番畠山委員。 
 
 24 番畠山です。一般住宅建築ということで，周りの農地に影響はないと思いますの
で，許可相当と思われます。よろしくお願いします。 
 
 農振編入の受付番号１番と農振除外の受付番号１番から４番について，農地検討委
員長，農地検討委員会の結果の報告をお願いします。 
 
２番熊谷です。農地検討委員会で審議いたしましたけれども，農振編入１件と農振

除外４件について，何れの案件も許可相当ということになりました。よろしくお願い
します。 
 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 
はい，６番髙橋委員。 

 
 ６番髙橋です。唐桑のやつですね，図面が１筆なのですが，形が飛び地のような，
離れたようになっているのですけど，離れ小島の分の利用について，何に利用するの
か，事務局の方で何か分かりませんか。 
 
 はい，事務局お願いします。 
 
 はい，農林課の農振除外の担当の方に話を伺ったところ，そちらの離れている土地
のところには，資材等を置くというふうに伺っておりました。事務局で承知している
部分は以上です。 
 
 髙橋委員，よろしいですか。 
 
 何れ農転の申請が出て来ると思うのですが，利用目的がはっきりした方が，これ図
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議    長 
 

村 上 主 幹 
 
 

議    長 
 

６番髙橋委員 
 

議    長 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

19 番千葉委員 
 
 

議    長 
 
 

面が出ていますので，その時には何なのか，ここに絵が描けるように受付の段階で確
認してください。 
 
 はい，事務局。 
 
 はい，申請の内容で伺った部分は，そのとおりであると。なお，この飛び地の部分
に関しては，改めて伺うような形になると思います。よろしくお願いします。 
 
 髙橋委員，よろしいですか。 
 
 はい。 
 
 他にありませんか。 
 
（「なし」の声） 
 
質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第１号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
よって，議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，異議ない旨の意見を付して，気仙沼市長へ答申することにいたし

ます。 
 
次に，日程第３，議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書５ページをお開き願います。併せて３条調書を御用意ください。受付番号１
番，唐桑町中井。議案関係図面は 19 ページになります。土地の表示，地目，地積，
契約内容等については，議案書記載のとおりであります。譲受人の経営面積は 2,314
㎡。労働力は１人。従事日数は 160 日。農機具等は耕耘機１台を所有しています。贈
与により譲り受け，耕作するものでございます。 
議案第２号は，別添調査書にあるとおり農地法第３条第２項には該当しないため，

許可要件のすべてを満たすと考えられますが，御審議をお願いいたします。 
 以上で議案第２号の説明を終わります。 
 
ただいまの説明に関連して，地区担当委員から，現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
 受付番号１番はいかがですか。19 番千葉委員。 
 
 19 番千葉です。調査の結果，畑を譲り受けて耕すということなので，周囲に影響は
なく，許可相当と思われます。以上です。 
 
 受付番号１番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告をお願いし
ます。 
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農 地 検 討 委 員 長 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

14 番吉田委員 
 
 
 

議    長 
 
 

農地検討委員長 
 
 

議    長 
 
 

全  委  員 
 

議    長 

 ２番熊谷です。農地検討委員会で審議いたしましたけれども，贈与により引き続き
耕作するということで，許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第２号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第２号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可書を交付することにいたします。 

 
次に，日程第４，議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書７ページをお開き願います。受付番号１番，川原崎。議案関係図面は 21 ペ
ージになります。申請者，土地の地番，地目，地積については，議案書記載のとおり
であります。都市計画区域内。第一種中高層住居専用地域。農業振興地域外。第３種
農地と見ております。目的は通路の拡張でございます。隣接土地の通路の有効幅員を
４ｍ確保するものでございます。 
以上，受付番号１番の１件について御審議をお願いします。 
以上で議案第３号の説明を終わります。 

 
ただいまの説明に関連して，地区担当委員から，現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
 受付番号１番はいかがですか。14 番吉田委員。 
 
 14 番吉田です。25 日に委員４人で現地を確認して来ました。元々ある取り付け道
路の拡幅ということで，周りの農地へ与える影響はないものと確認して来ました。以
上です。 
 
 受付番号１番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告をお願いし
ます。 
 
 ２番熊谷です。農地検討委員会で審議いたしましたけれども，これは通路拡張の転
用許可申請ということで，許可相当ということになりました。よろしくお願いします。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
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全  委  員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

10 番三浦委員 
 

 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第３号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可相当の意見を付して，県知事へ送付することにいたします。 

 
次に，日程第５，議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書９ページをお開き願います。受付番号１番，本吉町登米沢。議案関係図面は
24 ページになります。土地の地番，地目，譲渡人・譲受人等は議案書記載のとおりで
あり，以後，受付番号２番以降については，省略して説明します。都市計画区域外。
農業振興地域内の農用地区域外。第２種農地と見ております。目的は太陽光発電シス
テム設置でございます。太陽光パネル 160 枚です。 
受付番号２番，長磯森。議案関係図面は 33ページになります。都市計画区域内の

用途なし地域。農業振興地域外の農用地区域外。第３種農地と見ております。目的は
一般住宅の建築でございます。居宅２階建１棟 141.39 ㎡。駐車場２台分。排水は合
併処理後，既存側溝へ放流します。 
 受付番号３番，田尻。議案関係図面は 39ページになります。都市計画区域外。農
業振興地域外の農用地区域外。第３種農地と見ております。目的は太陽光発電システ
ム設置でございます。太陽光パネル 182 枚です。 
 受付番号４番，本吉町猪の鼻。議案関係図面は 43 ページになります。都市計画区
域外。農業振興地域内の農用地区域内。農振青地と見ております。目的は営農型太陽
光発電の設置で一時転用でございます。太陽光パネル架台ポール 78本及びトランス
並びに電柱設置でございます。許可の期限を過ぎて誤って利用したことについて，始
末書の提出がありました。 
 受付番号５番，川原崎。議案関係図面は 48 ページになります。都市計画区域内。
第一種中高層住居専用地域。農業振興地域外の農用地区域外。第３種農地と見ており
ます。目的は一般住宅の建設でございます。居宅２階建１棟 134.15 ㎡。駐車場２台
分。排水は合併処理後，既存側溝へ放流します。 
 受付番号６番，岩月宝ヶ沢。議案関係図面は 53ページになります。都市計画区域
内。第一種中高層住居専用地域。農業振興地域内の農用地区域外。第３種農地と見て
おります。目的は駐車場の建設でございます。大型トラック９台分です。 
 受付番号７番，岩月宝ヶ沢。議案関係図面は 56ページになります。都市計画区域
内。第一種中高層住居専用地域。農業振興地域内の農用地区域外。第３種農地と見て
おります。目的は通路建設と宅地造成でございます。宅地を造成し，建築条件つきで
売却するものであります。 
 以上，受付番号１番から７番の７件について御審議をお願いします。 
以上で議案第４号の説明を終わります。 

 
 ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに
補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番はいかがですか。10番三浦委員。 

 
 10 番三浦です。担当委員４人で見て来ましたが，問題なしと判断しました。よろし
くお願いいたします。 
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議    長 

 
20 番佐藤委員 

 
 

議    長 
 

18 番白幡委員 
 
 
 

議    長 
 

４番中村委員 
 
 
 

議    長 
 

14 番吉田委員 
 
 

議    長 
 

22 番佐藤委員 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 

農 地 検 討 委 員 長 
 
 

議    長 
 
 
 

６番髙橋委員 
 
 

議    長 
 

村 上 主 幹 
 
 
 
 
 

議    長 
 

 
 受付番号２番はいかがですか。20 番佐藤委員。 
 
20 番佐藤です。昨日，面瀬地区の委員さんと一緒に現地を確認しました。既存の側

溝もしっかりしているので問題ないと思います。よろしくお願いします。 
 
 受付番号３番はいかがですか。18 番白幡委員。 
 
 18 番白幡です。今回の申請は，農地を借り受け太陽光発電のパネルを設置したいと
いうことでありました。農地としては長年使用しておらず，周囲に影響を与える農地
も見あたりませんでしたので，今回の申請に問題なしと思われます。以上です。 
 
 受付番号４番はいかがですか。４番中村委員。 
 
 ４番中村です。申請地の方は，前にも許可なった場所なのですけれども，一時転用
の期間の延長ということで，忘れておりましたということで始末書の方も出ておりま
すので，許可相当といたします。以上です。 
 
 受付番号５番はいかがですか。14 番吉田委員。 
 
 14 番吉田です。25 日に委員４人で確認して来ました。進入路で隔離されている敷
地で，周りの農地へ与える影響はないものと見て来ました。以上です。 
 
 受付番号６番と７番はいかがですか。22番佐藤委員。 
 
 22 番佐藤です。昨日，委員４名で確認してまいりました。５条の６番と７番ですが，
何れも接続している土地でした。６番は駐車場敷地建設ということで，第３種農地と
いうことで，周りには耕作されている農地がないので，問題ないと見てまいりました。
７番は宅地造成とそれに伴う通路建設ということで，第３種農地，これも問題ないと
見て来ましたので，よろしくお願いします。以上です。 
 
 受付番号１番から７番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告を
お願いします。 
 
 ２番熊谷です。５条７件を農地検討委員会で審議いたしましたけれども，何れも許
可相当と決定いたしました。よろしくお願いします。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 
はい，６番髙橋委員。 

 
６番髙橋です。質問というよりも確認なのですが，受付番号４番の面積が 0.74 ㎡

となっていますが，これはどういうことなのですか。 
 
 はい，事務局説明をお願いします。 
 
 はい，お答えいたします。５条の受付番号４番の太陽光発電の件ですけども，あく
まで 0.74 ㎡の面積というのは，太陽光のパネルを張っている全体の面積ではなくて，
太陽光パネルを支える架台ポールの，主に地面に接している足の面積を足した面積が
0.74 ㎡と解釈していただければと思います。営農型太陽光発電システムの設置のため
でございます。よろしくお願いします。 
 
 髙橋委員，よろしいですか。 
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６番髙橋委員 
 

議    長 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全   委   員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

20 番佐藤委員 
 
 

議    長 
 

24 番畠山委員 
 
 

議    長 
 

８番金野委員 
 
 
 

 はい。 
 
 他にありませんか。 
 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第４号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可相当の意見を付して，県知事へ送付することにいたします。 

 
次に，日程第６，議案第５号「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画（案）の決定について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書 11 ページをお開き願います。受付番号１番から 23番まで，すべてが宮城県
農地中間管理機構の設定案件，すべての借受期間が 10年となっています。申請地の
地番，地目，地積，契約内容等については，議案書記載のとおりであり，以後，受付
番号２番以降については省略して説明します。 
受付番号１番，長磯前林。議案関係図面は 59 ページになります。 
受付番号２番，本吉町坊の倉。議案関係図面は 61ページになります。 
受付番号３番から 23 番までは，すべて本吉町中島。防潮堤の背後地で災害復旧さ

れた一連の農地です。借受希望者はすべて同一の農業生産法人となっております。議
案関係図面は 63 ページになります。 
以上，農用地利用集積計画案の決定について，御審議をお願いいたします。 

 以上で議案第５号の説明を終わります。 
 
 ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに
補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番はいかがですか。20番佐藤委員。 

 
 20 番佐藤です。昨日，面瀬地区の委員さんと一緒に確認しました。農地中間管理機
構を通しての賃貸なので，問題ないと思います。よろしくお願いします。 
 
 受付番号２番はいかがですか。24 番畠山委員。 
 
 24 番畠山です。現在もちゃんと活用していて，農地中間管理機構を通しての契約な
ので，問題ないと思います。よろしくお願いします。 
 
 受付番号３番から 23番はいかがですか。８番金野委員。 
 
 ８番金野です。賃借人でありますこの農業生産法人は，震災後，地域農業の中核的
な担い手として位置付けられた法人でございまして，その装備であったり，スタッフ，
技術力それから実績ともに申し分のないものというふうに，また地域の信頼も非常に
厚い法人であり，特に問題はないと判断いたしております。 
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議    長 

 
 

農地検討委員長 
 
 

議    長 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全   委   員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 

議    長 
 
 

６番髙橋委員 
 
 
 
 

議    長 
 

議    長 
 

全  委  員 
 

議    長 
 

議    長 
 
 
 

全  委  員 

 
 受付番号１番から 23番について，農地検討委員長，農地検討委員会の結果の報告
をお願いします。 
 
２番熊谷です。議案第５号の農用地利用集積計画でございますけども，何れの案件

も農地検討委員会で審議いたしましたけれども，許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
 質疑はありませんか。 
 
（「なし」の声 ） 
 
 質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 

 それでは採決いたします。 
議案第５号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
 よって，議案第５号は原案のとおり決定いたしました。 
 
 次に，日程第７，報告第１号「農地現状変更届の報告について」を議題といたしま
す。 
 事務局から，報告をお願いします。 
 
（報告朗読） 
 
（内容説明） 
それでは，資料，農地現状変更届報告書の一覧表をお開きください。今月は，合計  

５件，６筆，6,154 ㎡の農地変更届がございました。 
以上でございます。 

 
 ただいまの報告に対して，質疑はありませんか。 
 はい，６番髙橋委員。 
 
 ６番髙橋です。質疑でなくて，ちょっと確認なのですが，農林課の方で農地の基盤
の 30ａ未満かな，それを直した場合には補助事業が農林土木係の方にあります。でき
るだけ農林課と連絡を取り合い，その事業が使われるように，農業委員会サイドもだ
し農業委員の方でも，よろしくお願いします。以上です。 
 
 はい，事務局よろしくお願いいたします。  
 
他にありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑はないようですので，報告第１号を終わります。 
 
 次に，日程第８，「その他」に入ります。 
 委員から，特に御発言があればお願いをいたします。 
どなたか，ありませんか。 

 
（「なし」の声） 
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議    長 

 
議    長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発言はないようですので，その他の件を終わります。 

  
これにて，本日の会議に付された議案の審議は，すべて終了いたしました。 
以上をもちまして，第 22回気仙沼市農業委員会総会を閉会いたします。 
大変お疲れ様でした。 

 
 
（終了時間） 午後３時 15 分 

 
 

令和５年３月 29 日 
 
  気仙沼市農業委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


